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○議長（米澤秋男君） 通告６番、17番一條  寛君の一般質問を許可いたします。御登壇願いま

す。17番。 

     〔17番  一條  寛君  登壇〕 

○17番（一條  寛君）  通告に従い３点にわたって質問させていただきます。 

  まず初めに、５歳児健診の実施についてであります。 

  近年増加している発達障害の要因は環境中の有害化学物質の見方が強まり、環境省において

も来年度から胎児の段階から10万人規模の追跡疫学調査を行うということであります。一日も

早く原因物質を突きとめ、原因物質を排除するための対策を講じてほしいと思います。 

  それはさておき、日本での学校における障害児の増加は10年前に比べ２倍近く増加してい

て、多くが脳神経系の機能障害が原因とされる、対人関係に困難があらわれる自閉症や注意欠

陥多動性障害、学習障害などの発達障害の特徴を示す子供たちであると言われております。平

成17年４月に発達障害者支援法が施行され、その中で市町村に対しては児童の発達障害の早期

発見及び早期の発達支援を求めております。 

 現在、母子健康保健法の規定により、市町村が乳幼児に対して行っている健康診査実施の対

象年齢はゼロ歳、１歳半、３歳、そして就学前健診となっております。実は３歳児健診から就

学前健診までのこの期間の開き過ぎは発達障害にとって重要な意味を持っています。なぜなら

発達障害は早期発見、早期療育の開始が重要で、５歳程度になると健診で発見することができ

るのですが、就学前まで健診の機会がなく、ようやく就学前健診で発見されたのでは遅いと言

われております。発達障害は対応がおくれるとそれだけ症状が進むと言われています。また、

就学前健診で発見されても、親がその事実を受け入れるのに時間がかかって、適切な対応、対

策を講じることなく子供の就学を迎えるため状況を悪化させてしまっているとも言われており

ます。 

 厚生労働省の18年度研究報告書によれば、鳥取県の５歳児健診では 9.3％、栃木県では 

8.2％もの児童が発達障害の疑いがあると診断されたものの、こうした児童の半数以上は３歳児

健診では何ら発達上の問題を指摘されていませんでした。報告書の結論として現行の健診体制

では十分対応できていないとしています。早期発見で発達障害の子供たちを救うため、５歳児

健診を実施すべきと思います。町長並びに教育長の考えをお伺いいたします。 

  次に、乳幼児医療費助成の拡大についてであります。 

  今は自治体間の競争の時代であることを前提に質問をいたします。３年後に大衡村にセント

ラル自動車が移転してまいります。周辺自治体においてはそのことを町の発展に活用しようと
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活発に活動しております。大衡村へは我が町から十分通勤可能でありますので、魅力ある施策

を打ち出せば転入、定住人口の増加を図ることができるのではないでしょうか。 

 そこで、今定例会に乳幼児医療費を小学校終了まで拡大する条例改正案が提案されておりま

すが、もう１段色麻町と同じ中学３年生まで拡大することを打ち出し、町として子育て支援の

姿勢を懸命にアピールすることによって若者の転入、定住の促進を促し、町を活性化させる必

要があるのではないかと思いますが、町長の考えをお伺いいたします。 

  次に、薬莱へのバスの運行についてであります。 

  今年８月よりミヤコーバスの高速バス、加美特急が薬莱高原まで乗り入れられ、仙台方面か

らの利便性は高まりました。しかし、地元加美町の人はこのバスを利用できません。地元加美

町に住まわれていて自動車を運転されない方は、より一層薬莱健康増進施設を気軽に利用でき

るよう、宮崎振興公社がゆ～らんどへ週２回中新田、賀美石方面からバスを運行しているよう

に、薬莱へバスを運行してほしいと要望しております。薬莱の健康増進施設群を利用すること

により、運動効果、温泉効果によって町民の方の健康維持・増進が図られれば、長期的には医

療費の抑制にもつながるのではないかと思います。 

  また、明年より健康診断においてメタボリックシンドロームの危険性のレベルを判定する特

定検査が優先的に行われるとのことであります。そして、将来的にはその結果により国庫負担

金の交付が変わるとも聞きます。このようないろいろな観点も考慮し、薬莱へのバスの運行の

実現を図り、利便性を高めるべきと思いますが、町長の考えをお伺いいたします。 

○議長（米澤秋男君） 教育長。 

    〔教育長  伊藤善一郎君  登壇〕 

○教育長（伊藤善一郎君） 一條議員が私に５歳児健診の実施をという質問でございますけれど 

も、健診そのものについては本当は保健福祉課の担当でございます。ただ、ここで私の方から

多少説明させていただきたいところがありますので、このことについてお許しをいただいて私

の答弁といたしたいと思います。 

  言われるとおりゼロ歳児、 1.5歳児、３歳児の健診は保健福祉課でやっております。私たち

の方で担当しているのは就学児前健診ということをやっておりますが、実は、あるシンポジウ

ムに出てきました。これは文部科学省の担当の調査官の話でしたが、ハートに、心身に障害を

持つ子供の数が10年間で５倍にふえているという実態、これは私も如実に、現実にこの町の中

で確認しておりますけれども、相当数にふえているということは事実でございます。このこと

につきまして、要するにいろんな症状がありまして、症状の数を数えると二十幾つあります。
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数え切れないんですけれども、いずれにいたしましても現時点の子供の育て方からいいます

と、国の施策にしても子育ては保育所に預けてしまえばいいんだという考え方が基本にありま

す。要するにそのために御婦人は就業して稼いでこいというような考え方に起因しているわけ

ですけれども、そういうふうな現実。要するに母親が日常の昼間の子供の姿というのを確認で

きていないという現実があります。とすると、預けられた保育所、幼稚園とでどう対応するか

ということなんです。このことを非常に重要な課題として私は受け取っております。 

  実は５月ころだったと思いますけれども、このことに気づきまして、私の所管外である保育

所の保母さん方あるいは担当者並びに幼稚園の先生方を集めまして、それらの心身障害の症状

についての資料を配付して説明したところです。ただ、それについてどのように対応するかと

いうふうなことについては、それはわかりません。議員おっしゃるとおり、３歳児でわからな

いものが５歳児でわかるという、その５歳児までの過程の中で、これは保育所であったり幼稚

園であったり我々が預かっているわけですから、その間に保母さんとかあるいは幼稚園の先生

方がそれに気づくということが非常に大事なことだろうと思います。 

 おっしゃるとおり５倍にもふえたこの現実ですね、何が起因かというとこれはわかりませ

ん。はっきり言って、いろんな建物の建材の結果だとか何とかと言っていますけれども、私は

むしろ母親との接点が非常に少なくなっていることが子供の充足感を不満足なものにしている

ということから起因しているんじゃないかというふうに、私はそっちの方が大きいんじゃない

かとむしろ思っております。厚生労働省であるいは環境省の方でいろんな調査をしてそうだっ

て診断をしているようですけれども、これはまだ命令しただけです。各医者にこのことについ

て調べろと言っていることは私も承知しております。調べることはいいんですけれども、もっ

と基本的なことは親子の関係の中で子供に、幼い子供に心の満足感をどのように与えるかとい

うことについては全然排除されたまま、考えられないままに政策そのものが進められてきてい

る。この現実の中で我々はどう対応すればいいかということで苦慮しているところです。それ

にしてもできれば５歳児健診、できたら保育所あるいは幼稚園の中でそれを発見できて、おっ

しゃるとおり対応して、学校につくまでは落ちついた心、そういうふうな子供として入学して

いただければ非常にうれしいと思っております。ですから、できるだけ私たちができる範囲で

のことはやります。やりますけれども、あとのことについて施策、これを健診するかしないか

というよりはむしろそっちの方を重点に私は考えた方が効果的かなと。要するに日常的によく

接して、見ている先生方、保母さん方に注意していただいて、親との連絡をよく密にして、ま

ともな子育てについて考えるという方向性の方が私は非常に好ましいものと思っております。



-45- 

以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 町長。 

    〔町長  佐藤澄男君  登壇〕 

○町長（佐藤澄男君）  一條  寛議員からの御質問にお答えを申し上げたいと思います。 

  最初の５歳児健診の実施のあり方につきまして今教育長から教育現場からの観点として答弁

があったところでございますが、既に先ほども出ておりましたとおり、町においてはゼロ歳児

健診の後は１歳半、２歳半、３歳半の健診を実施しているところでございます。これの現行で

すとゼロ歳児健診は出生後１歳に達するまでに保健師による新生児訪問や小児科医師による診

察等ございまして、さらに２カ月目、８カ月目には医療機関で受診した場合１人 5,500円の助

成を行っておるなど、都合６回の健診等の機会を設けておる現状にございます。特に３歳児の

健診時には臨床心理医師による発達相談も行っておりまして、これら全体の受診率は約90％と

いうことで、その率からすれば非常に高いのかなというふうに認識をしているところでござい

ます。 

  御質問にありました５歳児健診の状況でございますが、これは国内では平成18年に実施した

ところは20都道府県、56市町村で実施しておりますが、県内では18年度まで実施している自治

体はございません。しかしながら、一條議員が御案内のとおり、現在の現行の３歳児健診体制

では軽度の発達障害児の発見、こういう問題について問題があるという指摘も承知をいたして

いるところでございまして、これが５歳児健診を実施するということで、その発達障害児を見

つける可能性が高いということは御指摘のとおりだろうというふうに思います。これらに適切

な支援、当然健診を適期に実施するということを含めて前向きにこれは検討すべき課題である

というふうに認識をしておりますので、今後の議論にさせていただきたいというふうに思って

おります。 

  次に、乳幼児の医療費助成の拡大をということでございますが、これは既にこの件につきま

してもぜひ子育て支援の観点からという思いで私自身も公約として掲げさせていただいたとこ

ろでございます。現在12歳児、要するに小学校の終わるまでというようなことでの検討の指示

をいたしておりますし、その財源の手当てもめどがつきそうな状況にあるわけであります。さ

らにこれを色麻と同じように15歳児、中学校卒業までに拡大をという御指摘、まことに子育て

の支援といいますか、セントラル自動車がここに進出をするというきょうの御質問内容に絡め

てその状況、環境の整備をすることがそういうものの誘致にもつながるという、そういう観点

からの御指摘、もっともだというふうに思うところでございます。 
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 しかしながら、これもすぐにできる状況にあればよろしいんでありますけれども、何せ子供

たちの医療費の無料化というものは補助の限度が決まっておりますものですから、小学校、中

学校となりますと、これは自治体での負担ということになるわけでございまして、今県内で中

学３年まで助成をしているという自治体は36市町村のうちで四つの自治体、これは大衡、色麻

を含めてでございますが、そこと競争するんだからこっちもしたらどうかという、そういうし

つけもよくわかるんでございますけれども、何しろ財源の手当てという問題がございます。全

体の予算の中での判断ということでございますから、もう少し時間をいただきたいというふう

に思っているところでございます。ちなみに中学３年生まで無料化を拡大した場合に、どれく

らいの医療費になるのかということでございますけれども、 3,993万 6,000円という数字が出

されておりますし、入院、通院合わせたこれに対する助成額というのは 1,168万円というふう

な担当の試算になっております。この辺も頭に入れて今後検討を進めていきたいというふうに

思います。 

  それから、薬莱の健康増進施設群へバスの運行をということで、これは御指摘をきょういた

だいたわけでございますけれども、前から懸案といいますか、頭の中にあったことでございま

す。この薬莱施設群への乗り入れの方策、これはマイカーで行く人がほとんどでございまし

て、仙台からは高速バスが８月から乗り入れということで、仙台から来る人は乗れるんであり

ますけれども、あのバスというのは中新田で乗せない仕組みですね。仙台から高速バスで来

て、たしか吉岡まで乗った人がこっちまで来るんでしたかね。行くときは吉岡までの人が乗っ

て仙台までという制度でございますから、この形態についても問い合わせをしておるところで

ございますけれども、制度として中新田地区から薬莱に行っているバスであっても乗車できな

いということ。また、薬莱施設群で過ごした後に乗車した場合は、中新田ではその人たちがお

りられないということに制度上なっているわけでございまして、今後とも薬莱施設群の利用増

加のために、中新田方面から乗車して薬莱施設群で降車できるように、バスのミヤコーバスに

対してもこれまで以上に強く要望してまいりたいというふうに思っております。 

  また、町で運行している住民バスでの運行ということも可能ではないかという御指摘もあろ

うかと思いますけれども、これは住民バスが通学・通院での運行とミヤコーバスへの接続時間

のためのものでございまして、今現在で薬莱施設群までの運行は難しい状況となっているこ

と、これも御案内のことだと思います。しかし、方法論としては宮崎の振興公社に運行を委託

して一緒にあそこのバスは青ナンバーでございますから、利用者運行する方法や薬莱振興公社

独自で、今宴会などについての送迎などもやっているようでございますから、そういった整合
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性を踏まえて運行する可能性、こういったことも念頭に置きながらできるだけそういう希望に

こたえる制度をつくってもらいたいということで、少し検討をさせていただきたいというふう

に考えているところでございます。どうぞ御理解をいただきますようお願いを申し上げます。

以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（米澤秋男君） 17番。 

○17番（一條  寛君） ５歳児健診の件ですけれども、今すぐはなかなか難しいという、財政的 

にも、そういうことだと思いますけれども、そうであれば、横浜市では３歳児健診で発達障害

のおそれがある児童を多目にピックアップして、保健師らが相談に応じる子供の対象を絞り込

んで個別に相談に応じて支援しているということをやっているということでありますので、せ

めてその辺少しでも、３歳児健診の中でそういうおそれのある人を多目にピックアップして以

後指導していく、支援していくという、相談に応じていくと、そんな態勢もとっていただけな

いかというふうに思います。 

  また、乳幼児医療の問題ですけれども、確かに財政的にも厳しい状況だと思います。が、今

までやっている町のいろんな事務事業をもう一度見直しながら、本当に必要なくなったものは

廃止し、そして集中的に、重点的に今後そういう子育て支援とか町の発展に生かせる事業にシ

フトしていく必要もあるんじゃないかなというふうにも思いますので、その辺もよろしくお願

いしたいと思います。 

  それから、バスの運行についてでありますけれども、加美町にはバス業者も何社かあるわけ

でもありますし、また、宮崎振興公社にもちょっとお聞きしてきたわけでありますけれども、

今ゆ～らんどへ中新田から１日、賀美石から１日ということで、火曜と木曜日運行している

と。大体１日平均35人ぐらいの乗車があると。１週間で70人ぐらいと。往復で 300円で運行し

ているということで、水曜、金曜は平日ですとあいているということで、薬莱への運行が委託

されればどうですかというお話をしましたら、それは薬莱振興公社とのお話しの上、町とお話

しの上で了解とれればやぶさかではないというお話もいただきました。ですから、本当に手っ

取り早くできる形はオーケーしているというか、そういうところも活用しながら、町が出資も

しているわけでありますので活用しないという手もないんじゃないかなというふうに。振興公

社の職員の方も、宮崎以上に利用者はあるんではないのかなというふうな予測もしておりまし

たので、その辺も検討しながら進めていただければと思いますので、その辺よろしくお願いし

ます。 

○議長（米澤秋男君） 町長。 
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○町長（佐藤澄男君）  一條議員の再質問、御提言よくわかりました。５歳児健診、今すぐ無理 

であれば横浜市の例もあるよということでございます。重要なことでありますから、これまで

の制度をここに踏まえた上でやれる体制をつくれるならと思いますが、よく検討させて進めさ

せていただきたいというふうに思います。 

  また、財源のことを言われれば、この問題に限ったわけじゃないんですが、これまでやって

きたものの点検をさせていただいて、こういう大事な部門に回すということの考え方、基本的

にはそのとおりでございますので、しかと心得て対応させていただきたいというふうに思いま

す。 

  また、薬莱振興公社と宮崎振興公社の同じ町にある公社同士での交友機会といいますか、協

議をする、温泉どっちもあるというようなことでの競合性はあるわけですけれども、こういう

ものの連携を図る上でも一つの方策にもなるのかなという思いで今聞いたところでございます

ので、それも含めて検討をさせていただきたいと。できる限り、お客様がふえることでござい

ますから、そういう方向づけをしっかりしてまいりたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。（「終わります」の声あり） 

○議長（米澤秋男君） 以上をもちまして17番一條 寛君の一般質問は終了いたしました。 

  次に、通告７番、７番下山孝雄君の一般質問を許可いたします。御登壇願います。 

    〔７番  下山孝雄君  登壇〕 

○７番（下山孝雄君） それでは、議長の許可をいただきましたので、私の通告しております大 

きく２点の点について御質問をいたします。 

  まず、第１点であります農業振興策について。 

  担い手経営安定新法が施行されているが、米価低迷の中でどのような営農計画を考えていら

れるのか、町長にお伺いをいたします。 

  農業振興策についてはこれまで３人の議員が質問しておりますので、ダブる点もあると思い

ますけれども、そういった点については答弁について配慮していただいてもらって結構ですか

ら、私の質問を町長に伺いたいと思います。 

  まず、先ほどからも出ております営農組合、ＪＡ加美よつば、２町の管内で買い取り組みを

行っております。ある程度の米価の需要低迷ということで。それらに備えた効率のいい経営を

目指すため、あるいはほかの地域がちょっとちゅうちょしているような面もあったんですけれ

ども、いち早くそれらに取り組んだということで。現在宮城県の組織組合数で30％、面積で3

0％を占めているということで、加美郡がかなり先行しているなと思っております。農協の力の
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入れ方が本当に農家のことを考えて、職員２名か３名地区に派遣して町と一体となっていろん

な農家の指導に当たってもらったことについては本当に感謝申し上げます。 

 ただ、先ほども出ておりますように、予想もしなかったような米価の低迷、大変大きいもの

があります。平成19年度の転作、それは過剰面積、作付面積ですか、７万ヘクタールというこ

とを聞いております。転作の面積からすれば４％ぐらいなんですけれども、それらが価格面で1

5％以上の低落を招いているということで、いわゆる市場が買い手市場になっていると、いわゆ

る需給システムの不備が指摘されているわけであります。国の備蓄も国会で 150万トンを決議

しておりますけれども、実際は今度初めてわかったんですけれども、七十数万トンしかないと

いうことで、急遽三十数万トンを買いつけ、それらを市場から隔離するということでようやく

米価も安定しておりますけれども、そういった問題、もうちょっときちっとなっていなければ

と思っております。 

  また、私たちが営農組合をつくったメリット、これは今までの加美郡でそうですけれども、

転作をきちっと取り組んでいました。いわゆる集団転作、これらについては本当に模範になる

くらいきちっと各町間の調整もとれよくなってやっております。いわゆるこれらの財源となり

ますならし対策、農家負担が１で 3,000円、国が３の割合で 9,000円、これらについてこれら

の転作安定のためにいろんな対策をとってきましたけれども、これらも当初６万 8,000円の補 

償料が入ったわけなんですけれども、今についてはもう半分。これはどういうことかというと、 

農林水産省の予算が総枠予算ということで、この間の転作のふえた分も予算をきちっととって

いなかった。また、これらのならし対策について今度の米価の補償制度、米価のいわゆる下が 

った分の補償なんですけれども、９割、価格の10％の上限として補償があるようですけれども、 

これらもならし対策の中から割かれるんではないかというようなことで、そうなったらますま

す財源が足りなくなるということで、営農組合これから、例えば大規模、効率化を目指して４

町歩、組織で20町歩、これで果たして担い手１人の所得 470万円も確保できないんではないか

と思います。こういったとき９割の方が法人化は難しいというような研究のアンケート調査に

出ております。それらについて町長はどういった要請、考えをお持ちかお願いしたいと思いま 

す。 

  それから、宮城県美味
う ま

し国ということで話題になりましたけれども、食材王国、いわゆる海

産物から農産物、そういった食材の王国ということを誇っております。農地・水・環境保全向

上対策、これ先ほどの対策と２本柱でここ５年間そういった農業の指導の中心になるのではな

いかと思っておりますけれども、先ほど町長もお話しされましたけれども、これは実質は二つ
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の事業に分かれているわけです。農地保全活動、それから環境保全型農業、これらを営農活動

に結びつけて環境を守って付加価値をつけておいしい米をつくっていくというような、これら

なんですけれども、宮城県では東北でただ１県だけ20年度どちらも採択しないというような、

財源不足でと報告になっておりますけれども、これらについてはやっぱりそういった環境保全

米の、これからそういった道で農家の道を探っていかなければならないと思いますので、どう

ぞ町長、そういった面については強力な採択の要請活動を行っていただきたいものだと思って

おります。 

  それから、放牧について申し上げます。 

 畜産系については、いわゆる農家の分野がだんだん少なくなっております。今本当の一般の

農家で畜産経営が成り立っていると思うのは、酪農と和牛の肥育だと思います。和牛の肥育、

特にＢＳＥの問題があったとき、一時大変心配されて各町で助成対策をしたんですけれども、

その後の輸入制限とか和牛の見直しもありまして、ずっと高値安定、農業部門ではかなり明る

い面があるなと思っております。これらについても若い人たち中心にかなり増頭をやっており

ます。ところがやっぱりどうしても繁殖障害、管理の面で受胎率が悪い、そういったものを放

牧場にあげてそういった対策をとればと、そういった要望が大きく出ております。これらにつ

いても考える余地はないかどうか伺いたいと思います。 

 それから、２番目、キャリア教育についてであります。 

 青少年育成の中で若者の社会的自立のおくれといった課題があると言われております。近年

増加しているニート、フリーター対策に取り組むため、目的を持った教育を実現するキャリア

教育の必要性が高まっておりますが、加美町ではどう実践してどういった課題を持っておられ

るのか、教育長、町長にお伺いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（米澤秋男君） 町長。 

    〔町長 佐藤澄男君 登壇〕 

○町長（佐藤澄男君）  下山議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 農業振興策についてさきに質問がありました。きょうは総じて農業の振興策について活発な

御意見をいただいてきたところでございます。数字的なことにつきましては、さきの答弁で周

知されているというふうに考えますけれども、特に営農組合の関係につきまして、非常に下山

議員も中枢、中核となって設立から運営にかかわってきておられますし、その実態について感

じておられること、今率直にぶつけていただいたというふうに思っております。 

 やっぱり方向性というのは、いろんな議論があるにしろ、前段私も申し上げましたような事
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情から方向性としては稲作の場合にはこれやむを得ない選択といいますか、ほかに選択するも

のがあればまた考えることもあったかもしれませんが、いろんなこれまでの流れの中でこの集

落営農組合というようなことの今現実にあるという認識、そしてＪＡも土地改良区も一緒にな

って町と支援センターを立ち上げて運営をしてきたと、一定の評価をいただけるものかという

ふうにも思います。反面、現実的な問題として米の価格の下落ということの問題が、いろんな

その中でやってきたことに対する不平、不満というものも当然あるわけでございますから、そ 

ういったものと相まって今非常に議論がなされている状況であるというふうに思っております。 

 しかしながら、この方策をとって、町としてもいろんな困難があってもこれを方向づけして

まいるというふうな観点から、今御指摘をいただきました農地保全、環境保全の絡みの中での

希望する集落に対するこれからの考え方でありますけれども、これは財源的に大変厳しい中で

はあるわけでございますけれども、そういう意欲のある生産組織、意欲のある農業人をつくっ

ていくという観点から考えれば、これはお金がないからできませんということにはならないん

だろうと私は思っております。これにつきましても先ほどもお話をしたとおり、国に対する働

きかけ、県に対する働きかけ、これ今御指摘をいただきましたように、しっかりと要望をさせ

ていただいて、形をつくっていきたいというふうに思っておるところでございます。 

 こういう時代ですから、いろんな問題が出てくると思うんでありますが、行政は行政として

これまでの流れの中でやれることの考え方を示していきたいと思いますし、また、実際にやら

れている中での改善策、こうしたらどうだろうかというような問題、あるいは将来を思うとこ

ういう方法はどうだろうというような御提言、こういったものが今非常に立場を別にしてとい

いますか、これ変な話ですけれども、この地域を考えた場合にそういうお互いの意見を出し合

ってよいものを吸収し合っていくということの一番大事な今時期に来ているなというふうに思

います。どうぞこれからも私も私の立場でやらせていただきますので、いろんな御提言をいた

だければありがたいと思っているところでございます。 

 また、畜産系の問題が出されまして、その放牧場拡充の取り組みをきちっとやれということ

でございます。御案内のように、土づくりセンターの建設ということも控えておるわけであり

ますけれども、酪農及び和牛肥育のこの地域の一つの目玉となり得る素地を持ったこの畜産の

分野において、この放牧場をきちっと整備をしていくということの大事さもしかと受けとめて

やっていきたいと思います。 

 現在、条例では小野田に３カ所、宮崎に１カ所、中新田に１カ所、計６カ所ありますけれど

も、機能を果たしているというのは薬莱山の放牧場１カ所でございます。これは毎年４月上旬
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から12月上旬まで開牧をしておりまして、本来は乳牛で34頭、繁殖牛５頭、計39頭の受け入れ

をしておるという実績でございます。また、宮崎地区の田代の牧場は、御案内のように二ツ石

ダムの建設工事の関係で休牧をしている関係で色麻町の放牧場に預託をしている。これの代替

放牧ということになりますが、これ44頭おります。このほかに数字には出てきていませんが、

県の岩出山牧場に預託をしているという農家もある現状であります。 

 この畜産の分野も購入飼料の高騰、いろんな外的要因によって経営が圧迫しているという現

状にもあるわけでありますけれども、うちなるものにつきましては、これも飼育する人たちの

高齢化の問題、こういったこともあるわけでありますが、若い人たちから意欲を持って増頭を

したという希望に積極的にこたえる責務があるだろうというふうに考えております。 

  特に繁殖農家の傾向でありますけれども、高齢化などによって飼養頭数も若干減少している

傾向にあります。これまで築いてきた本町の和牛の生産技術と生産基地として畜産振興に努め

る、私も選挙公約で和牛の里構想というようなことも公約をさせていただきましたものですか

ら、飼養農家が個別の設備投資や投下労働力を十分に抑制して増頭できる、そういう方法、方

策として繁殖雌牛から、分娩から子牛保育、育成を一貫的に、集約的に管理するためのキャト

ルセンターの設置なども図りながら、今休牧をしている牧場の活性化にもつなげていく必要が

あるというふうに思っております。いずれ米プラス畜産というような、特に小野田、宮崎地区

はそういう形態でこれまでも農業経営の柱としてやってきた部門でありますから、これを十分

今後とも生かせる方策、施策を講じてまいりたいと思います。これにつきましてもいろんな御

意見を寄せていただければありがたいと思っております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米澤秋男君） 教育長。 

    〔教育長  伊藤善一郎君  登壇〕 

○教育長（伊藤善一郎君） キャリア教育にということで御質問いただいておりますが、実はこ 

れは前に、何年か前の議会でもこのことについてはお答えしているつもりです。記憶がござい

ますけれども。 

 さて、ニートとかフリーターという問題については、かなり少し前まで議論されてきまし

た。今でもそれが尾を引いているという実態がございます。それでは、ニートというのは今ど

のくらいいるのかということですが、内閣府と厚生労働省の統計が多少違います。内閣府の方

が85万人、これが2005年度の統計です。ところが厚生労働省の発表では64万人になっていると

いうことで、この数はほとんど現在まで動いていないというのが実態でございます。これはニ

ートの方ですね。フリーターはどのくらいいるのかということなんですが、これも 201万人、
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これは厚生労働省の数字ですけれども、 201万人おります。これがこの数も変わっていないん

です、ずっと。 

 というのはどういうことかといいますと、バブル崩壊期に就職の道を閉ざされたままこのま

ま来ていると。ですから、就職試験を受ける機会、あるいは就職の機会を失った者がそのまん

まニートやフリーターに移行してしまったという感じですね。ですから、年齢の構成を見ます

と、25歳から35歳までの年齢が約半数になっています、今。昔はもっと若いところが中心だっ

たわけですけれども、現時点ではそれが25歳から34歳までというのが半数以上になっていると

いう実態でございます。 

 このことにつきましてキャリア教育が充実すればそれでいいんじゃないかという問題だけで

は解決できないなというような感じがしております。ただ、言えることは、キャリア教育にお

いて我々の時代は、小学校１年生あたりから牛の鼻どり馬の鼻どりをして代かきをした経験が

ございますし、いろんな農作業を手伝ってきた、そうして育ってきた経緯がありますけれど

も、今の子供たちはほとんど職業的な経験がない。ですから、私現役時代、十三、四年前です

ね、そのことについて論文を書いております。ぜひということで文部科学省の方にもその論文

を見せて審議会を設定していただきました。その結果、小学校の生徒から高校生まで全児童生

徒に職業教育を課するという、そういう文言を得たんです。非常に我が意を得たりというふう

に思っておるんですが、これが実際の教育現場に移ってくると、総合的な学習の時間に変化し

てきたというふうに受け取っております。これは私の受けとめ方で、それと総合的な学習の時

間というのは別だよと言われれば別ですけれども、基本的には一因しているものですから、そ

の流れの中で生まれてきた教科だと、科目だというふうに認識してもいいんじゃないかと思っ

ており、自画自賛しているわけですけれどもね。 

  なぜそういう提言をしたかというと、高等学校を卒業しても大学を卒業しても自分で何をや

ったらいいかわからないという卒業生が多かったわけですね。その後専門学校に行って技術や

技能を身につけて就職試験を受けるという時代が十四、五年前だったわけです。そういうふう

な傾向の中で私はそういう論文を書いたわけですけれども、いずれにいたしましても、とにか

く自分が考える、選択するための素材というものが体の中になかったと。要するに何をしたら

いいかわからないというのはそういうことだろうと思いますけれども、考える素材がなかった

と。材料がないものは考えられない、組み立てられないということだろうと思いますけれど

も、そういうふうなことでの提言だったわけですが、それが少なくとも受け入れていただいて

総合的な学習の時間になってきていると。 



-54- 

  それじゃ、具体的に我が町の方の学校教育の中ではどういうふうにやっているのかなという

ふうなことで、さまざまなことをやっていただいている。これ現実的には旭小学校の地域とと

もに勉強していただくような指定を受けて、そして子供と学校と地域とのかかわりの中で勉強

するというやり方、それから賀美石小学校あたりではこれは学校農園をつくって子供たちが積

極的に農作業に取り組む、あるいは環境教育にも一緒になって取り組んでいるというようなこ

と、これも地域の方々の協力を得ております。それから、鹿原小学校あたりでは花植えをした

り、その他の農作業を積極的に取り組むようにしておりますし、学校美化の面でも表彰を受け

るような成果を上げております。等々いろいろと学校教育の中で少なくとも自分たちの手をか

けて汗を流して生産するという過程、これをしっかりと身につけてほしいなというような希望

の中で。 

  殊に職業の基本的な考え方といたしましては、私は農業がすべてに通じるというふうな判断

をしております。とにかく汗を流して体を動かすことが労働に通じる。職業の選択もそこから

スタートするんだというふうな考え方が基本にあるものですから、そういう考え方の中で、で

きたら総合的な学習の時間あるいは職業教育そのものについて、農業を通してやってくれとい

うことで文部科学省に申し入れをした経緯もあります。ただ、すべての学校が農業環境に恵ま

れているとは言えません。そういうわけで仙台地域の中学校が我が町に来てグリーンツーリズ

ムとして農業体験をしているというのもこれもそのあらわれでございます。そういうふうな形

の中で、地域と学校と一体化した形で子供たちに農業の職業体験をさせること、あるいはまた

学校は総合的な時間に職場実習というのを各自やっております、グループごとにですね。そう

いうふうな形で、ただこれがごく短時間なんですね、２日間とか３日間とか。そういうふうな

短い期間の中で職場を見てくる、体験するというようなことで行われております。介護施設に

行きましてこれも御指導いただいたり、さまざまやっております。 

 そんな形で私たちはキャリア教育というのはむしろ学校の中でしか今やれなくなっているの

かなというような感じがしてなりませんし、その辺の意欲の喚起とか、それから学校教育だけ

でなくて家庭教育の中においても、そういうふうな子供たちに何になるのやと、将来どういう

ことをやりたいんだというふうなことでの働きかけ、子供たちへの動機づけ、これが非常に大

きなキャリア教育のきっかけになるんだろうと思っております。そういう考えの中で教育委員

会としてはいろんな場面をとらえてキャリア教育についての基本的なことを進めておると、こ

ういう現実でございます。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） ７番。 
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○７番（下山孝雄君） どうもありがとうございました。 

  もう少しで申告を迎えるわけなんですけれども、稲作中心の人たちの申告状況を見てもらう

とわかると思うんですけれども、かなりことしは厳しい状況になると思うんですね。ですか

ら、先ほども申しましたように、やっぱり農業というのは基本的に先進国ではなかなか資本効

率も悪いし、大変な難しい面が出てくると思いますけれども、労賃も高いし、機械ももちろん

高い、そういった中でやっていくときは、やはり国がはっきりとした食料に対する責任という

んですかね、そういったものを持つべきではないかと思います。 

 先ほども町長の直接所得補償の考え方について、必ずほかを頼るようなものではというよう

な考え方もあるようですし、それから、それを受けるといった場合は、組織で受けなければな

らないというようなことをちょっと話されたと思うんですけれども、もちろんおわかりだと思

うんですけれども、アメリカ、フランス、ドイツ、イギリスなどはかなり日本とは大きな差が

あります。自給率についてはアメリカは 119、フランスは 130、ドイツは91、イギリスは74、

まず20％ぐらい台まで落ちたと言われたイギリスも今74％を自給している。それで、農業所得

に占める直接所得補償の割合を見てみますと、アメリカは46％、フランスは52％、ドイツは

50％、イギリスは71％、日本は中山間の直接補償方式のわずか 0.7％、だから直接補償すると

いう考え方は日本はまだとっていないわけなんですね。いかに財政が厳しいかといっても農業

がこういった状況で、ある意味で、例えば今ＷＴＯとか２国間貿易で、例えば資源を確保する

ために日本の農産物を顧みず輸入しなければならないということは、国益を考えればあり得る

ことだと思いますね。 

 ただ、それらに対して国民は日本の農業を守っていくんだと合意を得られるようにはっきり

農業の位置づけをしなければ、ますます自給率の低下でかなり不安定な発言力のない国になる

と思うんですね。そういった意味で何かここで議論するというとちょっとおかしいかもわかり

ませんけれども、基本的には現場のこういった立場に立ったところの者がそういった意見を言

わなければならないということがあると思うんです。村井知事もそういった現場主義をとって

いるというようなことを自分で言います。私たちの置かれた環境はこういうことなんだという

ことで。一朝一夕になるわけではないんですけれども、そういった考え方をはっきり自分たち

の、そのためにも町では農業政策、農業に対してこういった方向性を持っているんだというも

のを持ってやっていかなければならないと思うんですね。このままだと担い手もやめると思い

ますよ、所得がそれだけ確保されていないと。たとえ仕事がひどくてもある程度の所得確保が

できれば、農業のよさはいっぱいありますから、所得がある程度確保できればやりたいという
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方がいっぱいいると思うんですよね。問題はそのくらいの所得が得られるかどうかだと思いま

す。ちょっと広くなってしまうと思うんですけれども、そういった考えでいます。 

  それから、放牧場なんですけれども、先ほど町長が言った放牧場施設の名義で持っていると

ころが大分あります。小野田で言えば放牧場として天ケ岡所有していると思うんですけれど

も、あそこはかなり広大な面積を獣医大学の寄贈、寄贈といったら変ですけれども、譲渡を受

けて確保しておりますし、やっぱりそういった計画を持って検討をやってもらいたいと思って

おります。 

  それと、ニート問題についてまさにそういうことであると思います。今、七五三現象とよく

言われているんですけれども、私青少年育成にかかわっているものですから、そういったよう

なことをよく聞くわけです。中学校を卒業した方、この方で大体７割が、あと高校卒業した方

で５割、大学卒業した方で３割が３年以内に職をやめているというような今現状があります。

不況のときだけニートやフリーターがふえたわけではなく、かなり根深いものがあると思いま

す。 

 今度学力調査、世界各国、それから日本独自でもありましたけれども、かなり成績が落ちて

いる。ただ、成績が落ちているよりもさらに勉強に対する意欲、社会性とか、そういった問

題、意識とかね、そういった面では国際間の競争では一番最低の数字が出ているというような

ことが出ております。やはり学校教育から社会性を身につけて職業人として社会に巣立つ、そ

ういったことがなければ、今青少年の割合の９％がそういった状態だと言われておりますし、

そういった方はやはり今問題になっております年金の問題などについても極めて納める意識が

ないというようなこと。また、個人的にはそういった経済が安定していない方はどうしても結

婚もおくれますし、ますます少子化の一因にもなると思います。 

 そういった点で中教審議では小学校から、早い時期からそういった機会をとらえて教育する

べきだと言っていますし、それからどうもスタートがおくれると中学校、高校でのしわ寄せが

あって、そこで慌ててこういった教育をしてもなかなか難しいということで。どうぞ先ほど言

いました私も農家のないところの仙台市の二つの学校、それから北海道からもグリーンツーリ

ズムの子供たちの体験学習を受け入れております。なかなか非農家なのに一生懸命労働体験を

やっていく。また、親がそのくらいの手間暇、経費をかけてもそういったものを企画するとい

うことで、本当に農業にとってはありがたいなと思っております。そういったことで教員の不

足とかいろんな課題があると思いますけれども、教育長さん、もう一度その点お伺いしたいと

思いますし、前段については町長の方からもお話をいただきたいと思います。 
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○議長（米澤秋男君） 町長。 

○町長（佐藤澄男君）  基本的なことでございますけれども、農業の施策、国の施策というのが 

これまでの流れからしてそれに合わせた対応という、言うなればそれに沿ったことでこれまで

やってきたというのが大筋でこの町の状況であったというふうに思っております。そして、今

御指摘があったように、じゃ、農業というのは一体何なのやというようなことになりますと、

これはやっぱりそこで生活をしながら大地に根差してやってきた生産者、生産現場、これの発

信がなければその具現化は難しいものだという御指摘だと思いますけれども、それについても

同感でございますから、いろんな機会をとらえてこの実情を訴えてまいりたいと思いますし、

それに見合う地元の方向性、これもなければならないという御指摘、もっともだと思いますの

で、あわせてこれを含めて進めていきたいというふうに思います。また、畜産関係、放牧場の

活用についてもこれも大きな課題でございますから、早速その活用方法を構築できるように取

り組みを始めたいと思いますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 教育長。 

○教育長（伊藤善一郎君） 議員からの質問の中で、お話の中と言った方がいいのかもしれませ 

んけれども、要するに子供たちの耐える力、耐性と普通呼んでいますけれども、労働と苦しい

ことに対する我慢する気持ち、こいつが備わっていないんだというふうなことがよく言われて

います。七五三の現象というのはそういうふうな言い方から出ているというふうなことがあり

ますけれども、やはり適していないところに就職させられると。どうしても進路指導の中でそ

ういう現象というのは必ずあります。我々も経験してきました。高校生を就職させる場合、こ

ういう企業が、いいところがあるから、金がいいから、労働条件もいいから行けと。そうする

と必ずしもその人間に合ったものでなくて、その内容がですね、結局離職してくるということ

がままあります。七五三現象というのは全くそういうふうなことの、あわせてさっき言った耐

性の問題、我慢強さがないと、ここをしのいでいけば次のステップに進めるんだというふう

な、そういうふうな要するに幼児教育から高校卒業するまでの間に経験していかなかった子供

たちというのがそういうふうなことで離職してしまうという傾向は確かにあります。 

 ですから、じゃ、それを単にさっき話ししたように２日間の農業体験実習だけでいいのか。

それでそれが改善されるのかということには私はならないというふうに思っています。基本的

には家庭の中でのまずそういうことについてのしつけ指導というものが大切だと思います。で

すから、生涯学習における幼児期の教育、家庭教育、そういうふうなことについての充実改善

というものが求められてくると。我々の時代には何でもさせられたんですね。ぞうきんがけか
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ら農作業までというふうな形で仕事をしてきました。そういう中で何でもやれる。何かに取り

ついてもこれは何とか自分なりにやりこなせるというふうなことが身についていて、就職した

りあるいは仕事についたりしているわけですが、ところが現在はその場がなくなっている。全

部機械化されてしまい、農家といえども小さい子供たちが手を出してやる仕事というのはごく

限られてきていると。そういう現実の中で、子供たちは安全・安心というかけ声の中で全部か

わいがられて育ってきていると。そういう経緯の中で結局先ほど言ったような体制の問題とい

うのが出てくるわけですけれども、それが本当はどこでどうあればいいのかということは、全

体的な構造の中でつくり直していく、考え直して、そして理想の社会人として我々の子供たち

をどういうふうに育てていけばいいのか、あるいは家庭のあり方はどうあればいいのか、地域

のあり方はどうあればいいのかということを総合的に検討して、それがいい方向へいくにはこ

ういう道のりだというふうなことで結論が出れば、みんなでその方向に向かってやっていくと

いう姿勢が必要だろうというふうに思っております。できたらそういう体制づくりも教育委員

会の中でつくり上げていけたらいいなというふうに今考えているところです。以上です。 

○議長（米澤秋男君） ７番。 

○７番（下山孝雄君） 質問ではないんですけれども、文部科学省の大臣が今度今までの教育の 

弊害をとらえて３年間で２万人増員を絶対予算化するんだというようなこと。目的はやっぱり

生徒としっかり向き合った教育を行うというようなことではっきり言っておりましたので、そ

ういったことがぜひ実現するように。 

  あとは、また職場体験した子供たちで一番感想であれなのは、お父さんたちがこういう職場

で一生懸命にやっているということを、世の中の厳しさというのがわかったというようなこ

と。家でだとだらだらばかりしているというような、休みだから横ばりになっているとかそう

いったイメージではなく、いろんな職場を体験するとそういったような効果もあると思いま

す。どうぞそういったいろんな面で、特にそういった経験の少ない先生方に指導する体制もと

っていただいて、キャリア教育を進めていただきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 教育長。 

○教育長（伊藤善一郎君） 幸か不幸か今現在、宮城県の町村教育長会の会長をやっていまし

て、全国の理事会にちょくちょくと顔を出してやってきているんですが、文部科学省にさまざ

まな文句を言ってきております。２万人増というのは一体何かというと、ゆとりのある教員の

指導ということで２万人増を出しているわけです。２万人増ですね。これを果たして実現して

くれるのかとなると、この間行革の方ではほかが全部人員削減しているのに教員だけふやすの
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かという文句が来ています。ですけれども、それにめげず渡海文部科学大臣が頑張るというこ

とですから期待しております。それにもし実現すれば、それに対応した学校教育のあり方につ

いてもう一回考え直してみたいというふうに思っております。 

○議長（米澤秋男君） 以上をもちまして７番下山孝雄君の一般質問を終了いたしました。 

  これをもちまして本職に通告がありました一般質問はすべて終了いたしました。一般質問を

終わります。 

  お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米澤秋男君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会とすることに決し 

ました。 

  本日はこれにて延会といたします。 

  大変御苦労さまでございます。 

        午後３時５３分 延会
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